
出

入

国

管

理

及

び

難

民

認

定

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

案

に

対

す

る

附

帯

決

議

政

府

は

、

本

法

の

施

行

に

当

た

り

、

次

の

事

項

に

つ

い

て

格

段

の

配

慮

を

す

べ

き

で

あ

る

。

一

個

人

識

別

情

報

と

し

て

外

国

人

に

求

め

る

指

紋

情

報

の

提

供

に

つ

い

て

は

、

指

紋

の

利

用

に

係

る

国

際

的

動

向

を

勘

案

す

る

な

ど

、

そ

の

実

施

時

期

を

慎

重

に

定

め

る

こ

と

。

二

提

供

さ

れ

た

個

人

識

別

情

報

に

つ

い

て

は

、

そ

の

保

護

に

万

全

を

図

る

と

と

も

に

、

保

有

期

間

は

、

本

法

の

施

行

後

の

運

用

状

況

及

び

プ

ラ

イ

バ

シ

ー

保

護

の

必

要

性

を

勘

案

し

つ

つ

、

出

入

国

の

公

正

な

管

理、

に

真

に

必

要

か

つ

合

理

的

な

期

間

と

し

、

期

間

経

過

後

は

直

ち

に

適

切

な

方

法

で

消

去

す

る

こ

と

。

ま

た

自

動

化

ゲ

ー

ト

の

利

用

の

た

め

に

提

供

さ

れ

た

個

人

識

別

情

報

に

つ

い

て

は

、

そ

の

措

置

に

係

る

登

録

が

効

力

を

失

っ

た

と

き

は

、

直

ち

に

当

該

個

人

識

別

情

報

を

消

去

す

る

こ

と

。

三

提

供

さ

れ

た

個

人

識

別

情

報

の

出

入

国

管

理

の

目

的

以

外

の

利

用

に

つ

い

て

は

、

慎

重

に

判

断

し

、

必

要

最

小

限

な

も

の

と

す

る

こ

と

。

四

個

人

識

別

情

報

の

う

ち

指

紋

情

報

に

つ

い

て

は

、

科

学

技

術

の

進

展

、

国

際

的

動

向

等

を

勘

案

し

て

、

そ

の

提

供

義

務

化

の

要

否

、

提

供

を

義

務

付

け

ら

れ

る

外

国

人

の

範

囲

な

ど

を

必

要

に

応

じ

再

検

討

す

る

こ

と

。

五

新

た

に

退

去

強

制

の

対

象

と

す

る

「

テ

ロ

リ

ス

ト

」

の

認

定

に

当

た

っ

て

は

、

恣

意

的

に

な

ら

な

い

よ

う

厳

格

に

行

う

と

と

も

に

、

退

去

強

制

手

続

を

行

う

に

当

た

っ

て

は

、

適

正

手

続

の

保

障

の

理

念

に

照

ら

し

「

テ

ロ

リ

ス

ト

」

と

認

定

す

る

に

至

っ

た

事

実

関

係

等

を

明

確

か

つ

具

体

的

に

示

し

、

退

去

強

制

を

、

受

け

よ

う

と

す

る

者

が

十

分

に

反

論

を

行

う

機

会

を

与

え

る

こ

と

。

六

自

動

化

ゲ

ー

ト

の

導

入

後

に

お

い

て

も

、

同

ゲ

ー

ト

を

利

用

し

な

い

者

に

不

便

を

来

さ

な

い

よ

う

、

出

入

国

手

続

の

一

層

の

迅

速

化

に

努

め

る

こ

と

。

七

個

人

識

別

情

報

提

供

の

義

務

化

に

つ

い

て

は

、

特

に

近

隣

諸

国

等

に

対

す

る

十

分

な

説

明

と

広

報

を

行

う

な

ど

、

観

光

立

国

行

動

計

画

の

推

進

を

阻

害

す

る

こ

と

の

な

い

よ

う

に

努

め

る

こ

と

。

八

国

民

の

安

全

・

安

心

を

図

る

た

め

、

テ

ロ

の

根

源

的

解

決

に

向

け

た

諸

施

策

も

積

極

的

に

推

し

進

め

て

い

く

こ

と

。

ま

た

、

テ

ロ

対

策

を

進

め

る

に

当

た

っ

て

は

、

難

民

条

約

や

拷

問

等

禁

止

条

約

の

趣

旨

に

反

す

る

こ

と

の

な

い

よ

う

に

留

意

す

る

こ

と

。

右

決

議

す

る

。


